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盛土規制法の概要



盛土規制法の規制対象規模

規制対象となる盛土等の規模

①規制区域は宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の２種類あります。
②宮城県内全域（仙台市除く）がいずれかの規制区域に該当しています。
③規制区域は、ホームページから確認できます。
④特定盛土等規制区域においては、届出が必要となる場合もあります(赤文字以上青文字未満)



盛土規制法の許可申請から工事完了までの流れ

盛土規制法の許可申請から工事完了までの流れ

公共工事の場合、工事施工者未定での
許可申請が可能な場合もあります。



公共事業における盛土規制法の留意点

○地方公共団体が工事主の場合でも、規制対象となります。市町村は一般の申請

者と同様に許可申請（手数料も同様）が、県は協議が必要です。

※協議における添付書類などの手続きの内容は、許可申請とほぼ同一です。

１ 地方公共団体が工事主でも許可や協議が必要

○適用除外となる公共施設用地は、限定列挙されています。

２ 適用除外となる公共施設用地は限定列挙

○工事の施行に附随して行われる土石の堆積は、一定の場合には許可不要となり

ます。

３ 工事の施行に附随する土石の堆積は許可不要となりうる

○適用除外となる公共施設用地には、現に公共施設が存在する土地に加え、公共

施設のように供されることが決定している土地を含みます。

４ 公共施設の用に供されることが決定している土地も含む

資料１

資料２



規制対象外となる公共施設用地など 資料１



許可対象外となる工事の施行に附随する土石の堆積 資料２

 「工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で

発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの」（規則第８条第１０号ハ）は許可不

要とされています。 

 工事現場やその付近で、当該工事に使用する土石や当該工事で発生した土石を一時的に仮置き

するものについては、本体工事の主任技術者や安全管理者等が本体工事と一体的に安全管理が

されていることを前提として盛土規制法の許可の適用除外とすることとされています。 

① 「工事の現場」とは、工事が行われている土地（請負契約を伴う工事にあっては、請負契約書や

工事施工計画書等に工事現場として位置付けられた土地（本体の工事から離れた土地を含む）） 

② 「工事の現場の付近」とは、 

i. 本体の工事現場の主任技術者や安全管理者等から目視可能で、容易に到達でき、本体の工

事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、工事現場の隣地や隣地に類する土地（本

体の工事現場から道路を挟んだ向かいの土地など） 

ii. 工事現場の付近であることを客観的に確認できるよう、本体工事現場の管理者等に、管理

体制等を記した誓約書の提出や同様の内容を記した看板が設置された土地 



盛土規制法に関する参考情報（宮城県）

○盛土規制法の手続きについてまとめています。

１
盛土規制法に関する県独自のパンフレット（盛土規制法の許可申請を
予定されている方へ）

○令和７年５月１６日に開催した申請者向けＷｅｂ説明会を開催しました。

２ 申請者向けＷｅｂ説明会動画

○盛土規制法について体系的に整理しています。

３ 「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手びき」

いずれもホームページから利用可能



届出書の提出をお願いします！！！

盛土規制法の許可申請から工事完了までの流れ

★提出期限は令和７年６月１３日（1か月以上経過）！
※一時的な土石の堆積は撤去して工事完了となります⇒土を搬入する工
事は終えて、撤去まで置いてあるものも工事中に該当します！届出が必
要です。




